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新規事業等の概要説明資料

久御山町





令和４年度当初予算新規事業等一覧

＜一般会計＞

１ 議会活性化事業〔委員会映像配信〕

２ 公用車集中管理事業〔集中管理公用車更新〕

３ 防災用資機材等整備事業〔避難所用備品購入等〕

４ 男女共同参画社会推進事業〔第３次男女共同参画プラン策定業務〕

５ 情報公開・個人情報保護事務〔新個人情報保護法対応支援〕

６ 庁舎維持管理事業〔防災盤及び非常放送設備更新工事他〕

７ 行政改革推進事業〔デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援業務〕

８ 全世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業〔建物設計業務・アドバイザリー業務〕

９ システム運用管理事業〔行政手続オンライン化推進業務〕

10 自治会活動支援事業〔自治会カルテの作成〕

11 賦課徴収一般事務費〔地方税共通納税システム対象税目拡大〕

12 地域生活支援事業〔相談支援事業の拡充〕

13 手話等意思疎通支援事業〔こども向け啓発リーフレット作成〕

14 社会福祉総務一般事務費〔介護施設等入所者ＰＣＲ検査料等補助金〕

15 子ども家庭総合支援拠点事業〔児童虐待個別ケース支援業務〕

16 妊産婦支援事業〔母子手帳交付時育児用品等配布事業、産婦健康診査、産後ケア事業、妊産婦タク

シー利用助成事業〕

17 母子保健推進事業〔新生児訪問育児用品等配布事業〕

18 乳幼児健康診査事業〔屈折検査機器購入〕

19 歩くまち推進事業（国保健康課）

20 温暖化防止活動事業〔地球温暖化対策実行計画策定支援業務〕

21 道路橋梁維持管理事業〔通学路交通安全対策〕

22 河川水路維持管理事業〔大内川サイホン施設改修〕

23 内水排除対策事業〔佐山排水機場施設更新工事、新市街地調整池整備測量設計業務〕

24 都市計画推進事業（都市整備課）〔都市計画線引き見直し〕

25 都市下水路維持管理事業〔ウォーキングコース整備等〕

26 中央公園拡充整備事業

27 都市計画推進事業（新市街地整備）〔みなくるタウン整備関連、シンポジウム開催〕

28 公共交通推進事業〔公共交通事業者支援〕

29 久御山町農業振興施策対策事業〔藤和田畑かん組合施設緊急保全対策〕

30 農業振興一般事務費〔茶品評会報奨金・産地賞記念碑設置等〕

31 商工会運営等補助事業〔プレミアム商品券発行事業〕

32 まちの駅施設運営・維持管理事業〔クロスピアくみやま利活用検討業務〕

33 「ものづくりの苗処」事業〔ホームページリニューアル補助〕

34 「ものづくりの苗処」事業〔就労・奨学金返済一体型支援事業費補助金〕

35 「ものづくりの苗処」事業〔産業大使〕

36 創業支援事業



37 交流促進事業〔くみやま夢タワー１３７ロゴマーク活用補助金〕

38 消防広域化推進事業〔消防指令センター共同運用基本調査業務負担金〕

39 消防機械器具等整備事業〔水槽付消防ポンプ自動車購入〕

40 消防機械器具等整備事業〔防火衣ロッカー更新〕

41 こども園運営事業･こども園施設整備事業〔登降園管理システム設置〕

42 こども園施設整備事業〔みまきこども園分園解体工事〕

43 教育相談事業〔スクールカウンセラーの配置増等〕

44 小・中学校施設維持管理事業〔東角小学校体育館トイレ改修工事、中学校西側駐輪場改修工事〕

45 小・中学校施設維持管理事業〔長寿命化計画策定業務〕

46 小・中学校図書館事業〔図書館司書の配置増〕

47 生涯学習推進事業〔第３次生涯学習推進計画策定業務〕

48 全世代・全員活躍まちづくりセンター運営事業〔開館準備業務〕

49 図書館運営事業〔読書手帳配布〕

50 放課後児童健全育成事業〔京都市事務委託〕

51 総合体育館運営事業〔更衣室空調設備改修工事、屋根全面塗装工事、バスケットゴール取替工事〕

＜特別会計＞

○ 介護保険特別会計（保険事業勘定）

52 高齢者保健福祉計画策定等事業費〔高齢者保健福祉計画策定等〕

○ 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

53 介護予防支援事業費〔介護予防ケアプラン作成〕

＜企業会計＞

○ 水道事業会計

54 水道施設維持管理事業〔北浦配水場配水流量計更新工事他〕

55 配水管幹線整備事業〔野村・村東他配水管布設替工事〕

56 ｢水道ビジョン｣推進事業〔久御山町水道事業ビジョン及び経営戦略改定業務〕

○ 下水道事業会計

57 公共下水道整備事業〔管渠改築工事〕



事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

議会活性化事業〔委員会映像配信〕

新規 拡充 統合 その他

　議会事務局

第８章 第２節　住民参加・協働

計　画 １　住民参加・協働のまちづくりの促進 位置づけしていない

一般会計

議会費 議会費 議会費

　令和４年度

　議会では、開かれた議会への取組みとして、常任委員会の映像配信に向けて全議員が
委員となる予算決算常任委員会の映像配信を実施する。

　予算決算常任委員会の議案審査を配信システムが整備された議場で行い、令和４年度
において委員会映像配信を試行的に実施する。
　また、令和５年度に向けて、議会運営委員会で検証を行い、委員会の配信方法につい
て、方向性を導き出していく。

○事業費総額 1,914  千円

（内訳）
・使用料及び賃借料　1,914千円（委員会映像配信システム利用料）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,914 1,914

計 1,914 1,914

　開かれた議会の取組みとして、広く住民に議案審査の様子を伝えていく必要があるた
め、映像配信システムが整備されている議場で委員会の映像配信を実施する。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 1 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

公用車集中管理事業〔集中管理公用車更新〕

新規 拡充 統合 その他

　総務課

第９章 第１節　行財政運営

計　画 １　計画的・効率的な行政運営 位置づけしていない

一般会計

　総務費 　総務管理費 　財産管理費

　令和４年度

　経過年数の大きい公用車を計画的に更新し、公用車の安全な運用管理を行う。
　更新にあわせ、環境に配慮したエコカー（低燃費）を導入する。

　公用車の更新については、①経過年数が概ね15年以上、もしくは②経過年数が10年以
上、走行距離が10万キロ以上で検討している。
　当該車は給電システムが標準装備されており、停電時には、1500W以下の電化製品を
使用できるため、災害などの非常時の電力供給源としても活用していく。

○事業費総額 5,582  千円

（内訳）
・需用費　　　　　1,394千円
・役務費　　　　　1,408千円
・備品購入費　　　2,699千円
・公課費　　　　　　 81千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 5,582 2,619

計 5,582 2,619

　SDGsへの取組の一環として「環境にやさしい」車として導入していくことと併せ、い
つ起こるか分からない災害に備え、災害時にも電力供給源として活用できる資産として
価値あるものと考える。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 2 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

防災用資機材等整備事業〔避難所用備品購入等〕

新規 拡充 統合 その他

　総務課

第７章 第１節　防災・減災

計　画 ４　災害に強い基盤の整備 位置づけしていない

一般会計

　総務費 　総務管理費 　防災費

　令和４年度　～　

　災害時における住民の避難生活のための非常食や毛布など、生活支援物資の備蓄や必
要な資機材の整備・点検を行い、安心して避難生活が送れるように準備する。

　災害時における迅速な防災活動のため、必要な資機材の整備・点検を行うとともに、
避難所等で住民に配布する水、非常食などの物品の備蓄・更新を行う。また、新型コロ
ナウイルス感染症などの感染症が流行している場合でも安心・安全な避難所運営ができ
るよう、感染症防止のために必要な物資等を購入する。

○事業費総額 2,252  千円

（内訳）
・需用費　　　　　　755千円
・委託料　　　　 　　95千円
・備品購入費　　　1,402千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,252 1,402

計 2,252 1,402

　新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症にも配慮しながら、安心・安全な
対策を構築しつつ、いざというときに必要な備蓄品を充分に確保しておくことが大切で
ある。 高齢者等への配慮として、各避難場所への簡易ベッドを今後４年間かけて拡充
していくとともに、避難場所での衛生面対策の一つとして、排便袋の自動圧着機能を有
するトイレを購入することで排泄物の管理をできるだけ簡便かつ衛生的に対応できるよ
うにしていく。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 3 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

男女共同参画社会推進事業〔第３次男女共同参画プラン策定業務〕

新規 拡充 統合 その他

　総務課

第５章 第５節　男女共同参画

計　画 １　男女共同参画の計画的な推進 位置づけしていない

一般会計

　総務費 　総務管理費 　男女共同参画政策費

　令和３年度　～　令和４年度

　社会のあらゆる分野に、分け隔てなく男女がともに自らの意志で参画し、それぞれの
人権が尊重された、豊かでいきいきとした町づくりを目指す。

　男女共同参画プランに基づき、男女共同参画セミナーやフォーラムの開催、女性のた
めの相談事業のほか、自主的に男女共同参画に取り組む地域組織やグループの活動に対
して支援を行う。
　現行の第２次男女共同参画プランの計画期間が令和４年度までとなるため、次期計画
として第３次男女共同参画プランを策定する。

　令和３年度に実施した、町民や町内のワーク・ライフ・バランス推進宣言企業へのア
ンケート調査、子育て世代を対象に実施したワークショップでの意見を反映させ、久御
山町の特徴を引き出し、今後10年間の男女共同参画関連の取組の基本となる計画にして
いく。

○事業費総額 3,742  千円

（内訳）
・報償費　　　　　　　　　　　549千円
・需用費　　　　　　　　　　　 83千円
・委託料　　　　　　　　　　3,060千円
・負担金、補助及び交付金　　　 50千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金 218
起　　　債
その他特財 6
一般財源 3,518 2,592

計 3,742 2,592

　現行の第２次男女共同参画プランの計画期間が令和４年度までであるため、持続可能
な取り組みを目指し、第３次男女共同参画プランを完成させる。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 4 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

情報公開・個人情報保護事務〔新個人情報保護法対応支援〕

新規 拡充 統合 その他

　行財政課

第８章 第２節　住民参加・協働

計　画 ２　まちづくり活動や行政に関する情報提供の充実 位置づけしていない

一般会計

総務費 総務管理費 文書広報費

　令和４年度

【個人情報保護】
　個人情報の適正な取扱いにより、個人の権利利益の保護及び住民に信頼される公正
で民主的な町政の推進。
【情報公開推進】
　住民の知る権利を尊重し、町政への積極的な住民の参加、公正な町政の推進及び住
民生活の向上。

　個人情報保護・情報公開について全国的に一定の水準を設定するだけでなく、個人
情報の保護と利活用の適正なバランスを実現するための標準的なルールを定めるた
め、令和３年５月19日付けで、全ての地方公共団体に適用される全国的な共通ルール
を規定する「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）の改正等を行うデ
ジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第37
号）」が公布された。
　新個人情報保護法の趣旨・目的に照らして条例等の見直しを行い、令和４年度中に
関係条例等を改正する。

（主な取組内容）
・各課ヒアリング
・法改正に伴う条例等の整備
・法改正に伴う手引き等の改正

○事業費総額 3,641  千円

（内訳）
・新個人情報保護法対応支援委託　3,641千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 3,641 3,641

計 3,641 3,641

　個人情報保護及び情報公開請求については、行政の事務執行に係る必要不可欠な事
務である。
　令和５年５月までに施行される新個人情報保護法に対応するために必要な事務であ
る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 5 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

庁舎維持管理事業〔防災盤及び非常放送設備更新工事他〕

新規 拡充 統合 その他

　行財政課

第９章 第１節　行財政運営

計　画 １　計画的・効率的な行政運営 位置づけしていない

一般会計

総務費 総務管理費 財産管理費

　令和４年度

　役場第１期・第２期庁舎をはじめ、敷地内の建物・設備については経年劣化が進んで
いる。庁舎施設の機能を保持し、職員、来庁者にとって快適な職場環境を確保するた
め、また、施設の長寿命化を図るため、計画的な修繕・更新を行う。

　経年劣化している第２期庁舎の防災盤及び第１期・第２期庁舎の非常放送設備の設計
及び更新を行う。
　また、役場庁舎における建物劣化診断調査を行い、今後の長期的な修繕に向けた計画
を作成する。

○事業費総額 44,276  千円

（内訳）
①防災盤及び非常放送設備更新工事設計委託（委託料）　　　1,133千円
②防災盤及び非常放送設備更新工事監理業務委託（委託料）　　609千円
③防災盤更新に伴う補勤業務委託（委託料）　　　　　　　　　206千円
④防災盤更新工事（工事請負費）　　　　　　　　　　　　 30,800千円
⑤非常放送設備更新工事（工事請負費）　　　　　　　　　　9,438千円
⑥建物劣化診断調査・長期修繕計画作成業務委託（委託料）　2,090千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債 23,100 23,100
その他特財
一般財源 21,176 21,176

計 44,276 44,276

　災害発生時の対処に必要な設備であるため、上記の更新工事は必要不可欠である。
　また、建物劣化診断調査により現状を把握し、長期修繕計画を作成することにより、
今後の修繕の優先度の見極めにも寄与できる。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

行政改革推進事業〔デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援業務〕

新規 拡充 統合 その他

　行財政課

第９章 第１節　行財政運営

計　画 １　計画的・効率的な行政運営 位置づけしていない

一般会計

総務費 総務管理費 企画費

　令和４年度

　「持続可能な財政基盤の構築」・「新たな時代に対応した組織の構築と施策の推
進」・「住民サービスの最適化と協働の促進」を基本目標として推進するとともに、
「地域共生社会」を基本理念とした「全世代・全員活躍型『生涯活躍のまち』構想」の
視点やＳＤＧｓの理念を取り入れたまちづくりの推進、働き方改革や住民サービスにお
いてデジタル化を意識した施策の構築、「withコロナ」を見据えた施策の推進などの新
たな視点に基づいて行政改革を推進することを目的とする。

　国が策定した自治体ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進計画における
取組や、各業務のデジタル化を進めるにあたり、全ての業務を洗い出し、業務フローを
見直すことが必要不可欠であるため、業務量調査を行い、職員の業務効率化の意識向上
を図るとともに、業務改革の検討を行う。

○事業費総額 9,804  千円

（内訳）
・業務量調査等委託業務　　9,804千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 6,817 6,817
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,987 2,987

計 9,804 9,804

　デジタル化とあわせた業務の見直しを行うことで、職員の業務効率化に向けた意識の
向上が期待されるとともに、働き方改革につながる。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

全世代・全員活躍まちづくりセンター整備事業〔建物設計業務・アドバイザリー業務〕

新規 拡充 統合 その他

　行財政課

第８章 第１節　コミュニティ・交流

計　画 ２　多彩な交流の促進 位置づけしていない

一般会計

総務費 総務管理費 企画費

　令和４年度～令和６年度

　全世代・全員活躍の基盤となるまちづくりの観点から、従来の公民館の社会教育・生
涯学習拠点機能をアップし、あらゆる人やあらゆる世代の人口が交流する場として「全
世代・全員活躍まちづくりセンター」を官民連携の視点を取り入れて整備する。

　まちづくりセンターの建設に向けた設計業務委託を行う。
　また、設計業務及びまちづくりセンターの開館準備における進捗管理や、建設事業者
の選定に向けての専門的な手続きなどが必要となるため、アドバイザリー業務を委託す
る。

○事業費総額 89,900  千円

（内訳）
・まちづくりセンター設計業務委託　　80,000千円
・運営事業アドバイザリー業務委託　　 9,900千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 36,950 36,950
府支出金
起　　　債 43,200 43,200
その他特財
一般財源 9,750 9,750

計 89,900 89,900

　多世代交流のコンセプトに加えて、社会教育・生涯学習機能、福祉機能を備えた拠点
施設を整備することにより、地域共生社会の実現に寄与する。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

システム運用管理事業〔行政手続オンライン化推進業務〕

新規 拡充 統合 その他

　行財政課

第９章 第２節　情報化推進

計　画 ２　情報社会への対応 位置づけしていない

一般会計

総務費 総務管理費 電子計算費

　令和４年度

　マイナポータルと町基幹システムとのオンライン接続を可能とするためのシステム整
備を行い、住民によるオンライン申請の受付体制を整備する。

　「行政手続のオンライン化に係る手順書」等に基づき、マイナポータルと町基幹シス
テムとのオンライン接続を可能とするためのシステム・ネットワーク整備を行い、オン
ライン申請の受付体制整備、行政手続きのオンライン化を推進する。

○事業費総額 11,748  千円

（内訳）
・委託料　　11,748千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 5,874 5,874
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 5,874 5,874

計 11,748 11,748

　国が策定した自治体DX推進計画において、「令和４年度末を目指して、原則、全自治
体で特に国民の利便性向上に資する手続について、マイナポータルからマイナンバー
カードを用いてオンライン手続を可能にする」と示されており、必要不可欠な事業であ
る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

自治会活動支援事業〔自治会カルテの作成〕

新規 拡充 統合 その他

　行財政課

第８章 第１節　コミュニティ・交流

計　画 １　自治会活動の促進 位置づけしていない

一般会計

総務費 総務管理費 自治振興費

　令和４年度

　身近なまちづくり活動に対する住民の理解と関心を高め、自治会活動の活性化を図る
ことを目的とする。

　令和３年度に、京都府立大学地域貢献型特別研究（ＡＣＴＲ）の事業として行った自
治会の活性化に向けた協働研究の研究成果である自治会活性化ビジョンをもとに、自治
会の活性化を推進する。
　令和４年度は、自治会へのヒアリングを実施し、その結果をもとに自治会カルテを作
成し、類似度分析等を京都府立大学と連携して実施する。

○事業費総額 496  千円

（内訳）
・自治会カルテの作成・類似度分析調査研究業務委託　496千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 248 248
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 248 248

計 496 496

　自治会カルテの作成は、類似度分析による各自治会の課題把握や、自治会活性化の検
討に向けての重要なツールとなる。
　また、類似度分析により類似する自治会が情報共有することで、自治会同士の連携の
推進、活動の活性化につながる。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

賦課徴収一般事務費〔地方税共通納税システム対象税目拡大〕

新規 拡充 統合 その他

　税務課

第９章 第１節　行財政運営

計　画 ２　健全な財政運営 位置づけしていない

一般会計

総務費 徴税費 賦課徴収費

　令和４年度　～　（町府民税特別徴収と法人町民税は令和元年10月から開始済）

　地方税共通納税システムにおける対象税目や納付方法を拡大することにより、納税者
の利便性を向上させて収納率を高める。

　全国の地方公共団体では、地方税の電子化の一環として、地方税共通納税システムの
導入が義務づけられ、令和元年10月から町府民税の特別徴収と法人町民税の収納事務で
稼働している。
　令和５年度課税分から地方税共通納税システムを通じた電子納付の対象税目に固定資
産税・都市計画税と軽自動車税（種別割）が追加されることに対応し、合わせて納付書
にＱＲコードを印刷してスマートフォン操作による納税等を可能にすることで納税者の
利便性向上を図る。
　令和４年度は、対象税目拡大及びＱＲコード印刷に伴う、本町基幹業務支援システム
の改修、総合運転試験を実施する。

○事業費総額 6,567  千円

（内訳）
・委託料　電子計算機関係委託料　システム開発等　　6,567千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 6,567 6,567

計 6,567 6,567

　地方税共通納税システムは、税務行政の電子化推進と納税者の利便性向上を図るた
め、全地方公共団体に義務づけられたものである。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

地域生活支援事業〔相談支援事業の拡充〕

新規 拡充 統合 その他

　住民福祉課

第６章 第４節　障害者福祉

計　画 １　障害者福祉サービスの充実 位置づけしていない

一般会計

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費

　令和４年度　～

　障害に関する相談体制を充実させる。

　特別養護老人ホーム久御山しみずの里に併設された防災拠点地域交流スペースを活用
し、放課後等デイサービス事業を試験的に実施するとともに、同事業と平行して相談窓
口を併設し、相談体制の拡充を図り、「だれひとりとりこぼさない」支援体制を充実さ
せる。

○事業費総額 480  千円

（内訳）
・委託料　その他委託料のうち480千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 240 240
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 240 240

計 480 480

　障害に関する悩みは、保護者が問題を抱え込みがちで事態が悪化してから表面化する
ことがあり、その相談体制の整備が課題となっていた。
　就学前から継続的に相談できる環境を整え、併せて利用しやすい相談場所の設置が必
要であった。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

手話等意思疎通支援事業〔こども向け啓発リーフレット作成〕

新規 拡充 統合 その他

　住民福祉課

第６章 第４節　障害者福祉

計　画 １　障害者福祉サービスの充実 位置づけしていない

一般会計

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費

　令和４年度

　障害者総合支援法に基づき、意思疎通に支援が必要な人に対する支援を行う。また、
「あたたかい手の言葉でつながる心久御山町手話言語条例」に基づき、住民や事業者な
どに、ろう者をはじめ聞こえに不自由を感じる人に対する理解を深める。

　障害者総合支援法による意思疎通支援事業を実施するとともに、手話に対する理解の
促進、普及を図るため、引き続き手話教室（入門課程・基礎課程）や短期講習会、庁内
職員研修、町職員による出張出前講座を行う。
　本年度は、普及促進としてこども向け啓発リーフレットを作成する。

○事業費総額 121  千円

（内訳）
・需用費　印刷製本費121千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 121 121

計 121 121

　こども向け啓発リーフレットを作成し、手話に対する理解の促進、普及を図る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 13 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

社会福祉総務一般事務費〔介護施設等入所者ＰＣＲ検査料等補助金〕

新規 拡充 統合 その他

　住民福祉課

第６章 第３節　高齢者福祉

計　画 ３　介護保険サービス・介護予防の推進 位置づけしていない

一般会計

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費

　令和４年度

　介護施設等の入所者が、新型コロナウイルスへの感染を恐れることなく、施設内で安
心・安全な生活を送れるようにする。

　町内の介護施設等での新型コロナウイルスのクラスター発生防止のため、介護施設等
を対象に、住所地を問わず新規入所者を対象とするＰＣＲ検査料を補助する。
　令和４年度は、補助対象検査に抗原検査を加える。

○事業費総額 1,000  千円

（内訳）
・負担金、補助及び交付金　その他補助金のうち1,000千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,000 1,000

計 1,000 1,000

　国が新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業を
スタートさせたが、検査対象者の住所地の市町村ごとに実施することとなっていたた
め、介護施設等の入所者を対象に検査を実施するには不十分であった。そのため、町独
自に補助制度を創設したもの。令和４年度においては検査種目を当初実施のＰＣＲ検査
に加え、抗原検査を追加した。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 14 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

子ども家庭総合支援拠点事業〔児童虐待個別ケース支援業務〕

新規 拡充 統合 その他

　子育て支援課

第３章 第１節　子育て支援

計　画 ３　子どもの最善の利益の確保への支援 位置づけしていない

一般会計

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費

　令和４年度　～

　複雑化する児童虐待に対し、迅速・的確に対応する。

　令和３年度から子育て支援センター「はぐくみ」がスタートし、保健師による直接的
な支援やコーディネートを行っているが、虐待については複雑化しており、より専門的
な知識を必要とするケースが増えている。
　ついては、緊急的な支援やサポートが得られるよう事業所からも支援が受けられる体
制を整える。

○事業費総額 600  千円

（内訳）
・委託料　　　600千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 200 200
府支出金 200 200
起　　　債
その他特財
一般財源 200 200

計 600 600

　緊急対応や経験から来る的確なサポート支援を得ることは必要である。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

妊産婦支援事業〔母子手帳交付時育児用品等配布事業、産婦健康診査、
産後ケア事業、妊産婦タクシー利用助成事業〕

新規 拡充 統合 その他

　子育て支援課

第６章 第２節　保健・医療

計　画 １　保健事業の充実 位置づけしていない

一般会計

衛生費 保健衛生費 予防費

　令和３年度　～　

　若年妊婦の増加や、核家族化が進むなど支援を必要とする妊産婦が増加しているな
か、妊婦が安心してお産をむかえることができ、産後も安心して育児を行えるよう、一
貫した支援を実施する。

　妊娠期からの寄り添い型の支援をおこなうことで、妊産婦の心身の健康の保持および
虐待予防に努める。
①母子手帳交付時育児用品等配布事業（新規事業）
　母子手帳交付時に、妊娠を記念して育児用品等を配布する。
②産婦健康診査（新規事業）
　妊娠届出時に交付している妊婦健診受診券とあわせて産婦健診の受診券を交付し、費
用助成をおこなう。
③産後ケア事業（新規事業）
　産後、心身の不調や育児不安など支援が必要と認められる産婦等に対し、医療機関等
（宿泊型）や旅館・ホテル（通所型）、自宅（訪問型）で産後ケアをおこなう。ケア内
容は、母親の身体的・心理的ケア、育児や授乳、生活等に関する保健指導・栄養指導等
とする。
④妊産婦タクシー利用助成事業（拡充事業）
　令和３年10月から、妊産婦が安心して通院等ができるよう、タクシー料金の助成事業
を実施した。令和４年度からは、助成の対象となる事業（産婦健診、産後ケア事業、こ
どもの予防接種や健診を追加）と利用上限回数（10回を20回に増加）を拡充し、継続実
施する。

○事業費総額 3,915  千円

（内訳）
①母子手帳交付時育児用品等配布事業　　１人あたり1,731円　　合計174千円
②産婦健康診査　　　5,000円×２回×100人　　　合計1,000千円
③産後ケア事業
　助産師謝礼　48千円、負担金預かり票の印刷　14千円、消耗品等　32千円
　委託料　1,317千円、利用助成事業（自己負担分の半額助成）　130千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計1,541千円
④妊産婦タクシー助成事業　　上限額60,000円×20人　　　合計1,200千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 1,278 1,278
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,637 1,437

計 3,915 2,715

①妊娠を祝福する目的で母子手帳交付時に育児用品等を贈り、その後の寄り添い型支援
につなげていく。
②産婦の心身の健康状態をチェックするために受ける産婦健康診査の費用を助成する。
③産前産後の寄り添い型の支援の充実が求められる中、母子保健法の改正により「産後
ケア事業」の実施が市町村の努力義務となり、早期の事業実施が求められている。
④妊産婦タクシー助成事業については、新型コロナウィルス感染症の感染拡大がおさま
らない中、妊産婦が人混みを避け、安心して必要な医療や支援を受けることができるよ
う実施している。令和４年度は、助成内容を拡充させ更に周知をおこない利用促進を図
る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

母子保健推進事業〔新生児訪問育児用品等配布事業〕

新規 拡充 統合 その他

　子育て支援課

第６章 第２節　保健・医療

計　画 １　保健事業の充実 位置づけしていない

一般会計

衛生費 保健衛生費 予防費

　令和３年度　～　

　全ての新生児への訪問を実施することで、保護者の育児不安の解消に努めるだけでな
く、子と保護者への適切な支援を実施する。また、育児に不安のある保護者に対し、相
談事業や教室を開催することで、不安を解消する。

　少子化対策として、令和３年度から保健師が新生児訪問する際、赤ちゃんの誕生を記
念して町が推奨する育児用品等を配布する事業を実施している。令和４年度は配布する
育児用品をさらに充実させて継続実施する。

（配布内容）
　現行：離乳食用スプーン、コットンミニタオル、スティックラトル
　令和３年度予算　１人あたり1,628円×100人＝162,800円

○事業費総額 577  千円

（内訳）
○育児用品等の配布　　（１人あたり5,770円）
　　・木製スプーン（大）　1,090円×２本
　　・木製スプーン（小）　950円×１本
　　・木製にぎり星（おもちゃ）　1,980円×１個
　　・木製名札（メッセージカード）　660円×１枚

　　　　　　　　　　　　5,770円×100人＝577,000円　　　合計　577千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 577 414

計 577 414

　少子化が進む中、新型コロナウィルス感染症の影響もあり、少子化対策の強化が求め
られている。令和３年度から実施している、新生児訪問での育児用品等の配布は、対象
者の反応も良く、さらに充実させて継続して実施する意義は大きいと考えられる。
　配布する育児用品に国内産の木材を使用することで、森林環境贈与税の基金を活用す
ることができる。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

乳幼児健康診査事業〔屈折検査機器購入〕

新規 拡充 統合 その他

　子育て支援課

第６章 第２節　保健・医療

計　画 １　保健事業の充実 位置づけしていない

一般会計

衛生費 保健衛生費 予防費

　令和４年度　～　

　乳幼児の健康診査を実施し、発育状況、栄養の良否、疾病の有無、運動・精神面の発
達異常や障害等の早期発見を図る。

　乳幼児の健康増進と疾病・障害の早期発見のため、乳幼児健康診査により適正な健診
と指導を行い、乳幼児期の健全な成長発達を支援する。

　現在実施している３歳児健康診査に、屈折検査機器を使用して視力のスクリーニング
検査を追加する。

（現行の視力検査について）
　家庭でのランドルト環を用いた視力検査と問診でのスクリーニングを実施。

○事業費総額 1,150  千円

（内訳）
・スポットビジョンスクリーナー（屈折検査機械）購入　　1,150千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,150 1,150

計 1,150 1,150

　弱視は早期発見が大変重要である。現行の検査方法では精度上の問題で見落としがあ
ると言われており、よりスクリーニングの精度が高い屈折検査機器での検査の導入が必
要とされている。今回、京都府眼科医会からの要望をうけており、近隣市町もすでに導
入もしくは令和４年度導入予定となっている。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

歩くまち推進事業（国保健康課）

新規 拡充 統合 その他

　国保健康課

第６章 第１節　健康

計　画 １　総合的な健康づくりの推進 位置づけしていない

一般会計

衛生費 保健衛生費 健康づくり推進費

　令和３年度　～　

　年齢・性別・地域を問わず、日常生活にもっと「歩く」ことを町全域に根付かせ、
「歩きたくなる」環境を整備することにより「歩く人」を増やし、「歩く」ことによ
り、住民の生涯にわたる心身の健康づくりと病気・疾病の予防に繋げるとともに、賑わ
いやコミュニケーションが生まれ、いつまでも健やかにいきいきと暮らせるまちづくり
に取り組む。
　住民参加型協議会を設置し、住民や企業の意見を広く聞くなかで、新しいウォーキン
グコースを掘り起こす。

　基本方針に沿って、久御山町の地域特性（田園エリア、住宅密集エリア、産業エリ
ア）、目的特性（健康づくり、移動手段）、年齢特性を考慮した各施策を複数年かけて
展開していく。

【歩くまち「くみやま」基本理念】
　日常にもっと「歩く」を。「歩きたくなる」ひと・まちづくり

【基本方針】
　１．安全に楽しく「歩きたくなる」まちづくり（歩く快適性の向上）
　　　　道路環境の整備、ウォーキングコースの整備・設定
　２．全世代向けの「歩く」情報の発信・拡散
　　　　イベントの開催、在勤者への発信
　３．「歩く」ことがライフスタイルに繋がる仕掛けづくり
　　　　歩数ポイントの付与、アプリの活用

○事業費総額 5,525  千円

（内訳）
・報償費　　　　　　　　  300千円
・委託料　事業運営　　　1,925千円
　　　　　アプリ運営　　　660千円
・使用料及び賃借料　　　2,640千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 2,612 165
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,913 165

計 5,525 330

　健康づくりや疾病・介護の予防は、住民自らが取り組むことが望ましい。
　しかし、個人の努力や知識だけでは解決できない課題も多くあるなか、健康づくりの
ための環境整備や疾病予防のための正しい情報の発言など、行政として担うべき内容は
多い。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

温暖化防止活動事業〔地球温暖化対策実行計画策定支援業務〕

新規 拡充 統合 その他

　環境保全課

第２章 第９節　循環型社会

計　画 １　環境に配慮した暮らしの促進 位置づけしていない

一般会計

衛生費 保健衛生費 環境衛生費

　令和４年度

　町全体で温室効果ガス削減やカーボンマネジメント体制の整備など、新たな環境政策
を推進するための方策を定める。

　地球温暖化防止に関する政策を総合的かつ計画的に推進するため、町、事業者、住民
の多様な主体が各々の役割に応じて温室効果ガス削減に向けた対策に取り組むととも
に、脱炭素社会の構築に向けた本町のカーボンマネジメント体制の整備を図り、実行性
を高めるため、「久御山町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定する。

○事業費総額 3,564  千円

（内訳）
・計画策定支援業務委託料　　3,564千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 3,564 3,564

計 3,564 3,564

　町全体で温室効果ガス削減やカーボンマネジメント体制を整備するために、本事業は
重要である。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

道路橋梁維持管理事業〔通学路交通安全対策〕

新規 拡充 統合 その他

　都市整備課

第２章 第３節　道路

計　画 ２　道路・橋りょう等の効率的な維持管理の推進 位置づけしていない

一般会計

土木費 道路橋梁費 道路橋梁維持費

　令和４年度～　

　合同点検などによる通学路の危険箇所において対策工事を実施することにより、通学
路の安全性の向上に努める。

　令和３年度に実施した合同点検結果による対策必要箇所において、通学路交通安全対
策工事を行う。

○事業費総額 4,334  千円

（内訳）
・通学路交通安全対策工事　 4,334千円

区　　　分 総　　額 左のうち拡充分
国庫支出金 2,167 2,167
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,167 2,167

計 4,334 4,334

　通学路合同点検により把握した危険箇所について、対策を講ずることにより通学児童
の安全確保を図ることができる。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 21 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

河川水路維持管理事業〔大内川サイホン施設改修〕

新規 拡充 統合 その他

　都市整備課

第２章 第５節　河川・治水対策

計　画 ３　河川の維持管理の強化 位置づけしていない

一般会計

土木費 河川費 河川総務費

　令和３年度～

　近年多発している集中豪雨時に河川管理を適切に実施するため、施設の計画的な整備
及び修繕を実施し、河川の機能維持を図る。

  大内川サイホン施設の更新を行い、雨水が適切に排水されるよう施設の適正な管理の
維持に努める。

○事業費総額 17,400  千円

（内訳）
・ゲート更新工事　　　12,700千円
・水位計更新工事　　　 4,700千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財 6,350 6,350
一般財源 11,050 11,050

計 17,400 17,400

　大内川サイホン施設を維持管理することにより、降雨時に正常な稼働が図られる。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

内水排除対策事業〔佐山排水機場施設更新工事、新市街地調整池整備測量設計業務〕

新規 拡充 統合 その他

　都市整備課

第２章 第５節　河川・治水対策

計　画 １　治水対策の促進 位置づけしていない

一般会計

土木費 河川費 河川総務費

　令和３年度～

　近年多発している集中豪雨等に対する雨水管理を適切に実施するため、佐山排水機場
施設の更新及び調整池の整備を進める。

①佐山排水機場施設更新工事
　都市下水路ストックマネジメント計画に基づき、安定した排水機能を維持するため、
佐山排水機場の施設の更新工事を実施する。

②新市街地調整池整備測量設計業務
　新市街地（みなくるタウン）整備に合せ整備する調整池の測量設計業務を実施する。

○事業費総額 401,319  千円

（内訳）
①佐山排水機場施設更新工事
　・工　　事　　　　　366,550千円
　　（２箇年事業）　Ｒ３：79,500千円、Ｒ４：366,550千円、総額：446,050千円
　・工事監理業務　　　 14,569千円
　　（２箇年事業）　Ｒ３： 3,160千円、Ｒ４： 14,569千円、総額：17,729千円

②新市街地調整池整備測量設計業務　　　 　20,200千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 160,527 160,527
府支出金
起　　　債 216,700 216,700
その他特財
一般財源 24,092 24,092

計 401,319 401,319

　近年、局地的な集中豪雨が多発しており、甚大な被害が懸念される。そうしたことか
ら内水排除対策により住民の生命や財産を洪水や浸水被害から未然に防止するために
も、事業の必要性は高い。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）

- 23 -



事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

都市計画推進事業（都市整備課）〔都市計画線引き見直し〕

新規 拡充 統合 その他

　都市整備課

第２章 第１節　計画的土地利用

計　画 １　計画的な土地利用の推進 位置づけしていない

一般会計

土木費 都市計画費 都市計画総務費

　令和３年度　～　令和５年度

　第５次総合計画及び都市計画マスタープランに基づき、都市の健全な発展と秩序ある
市街地整備を推進するため、農業等との調和を図りつつ、計画的な土地利用を推進す
る。
　産業立地促進ゾーン、住街区促進ゾーン、土地利用促進エリア、産業活用促進エリア
及び将来市街化検討エリアに位置づけられる区域について、線引き見直しに向けて調査
等を実施し、将来的な土地利用を図っていく。

　まちの総合的な土地利用を進めるため、第５次総合計画及び都市計画マスタープラン
に基づき、市街化区域・市街化調整区域の線引き見直しを行う。
　線引き見直しについては、京都府をはじめとする関係機関と連携を図りながら、都市
計画の決定・変更等を実施する。

○事業費総額 3,903  千円

（内訳）
・線引き見直し資料作成業務　　　3,903千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 3,903 3,903

計 3,903 3,903

　概ね７～８年ごとの線引き見直し時期（次回令和５年頃見込み）を目指し、計画に位
置づけられている区域について地権者への土地利用に関する意向把握等を実施していく
なかで、今後の課題を明確にし、土地利用計画や整備手法等の検討を実施する必要があ
る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

都市下水路維持管理事業〔ウォーキングコース整備等〕

新規 拡充 統合 その他

　都市整備課

第２章 第５節　河川・治水対策

計　画 ３　河川の維持管理の強化 位置づけしていない

一般会計

土木費 都市計画費 都市下水路費

　令和４年度～　

　「歩くまちくみやま」のウォーキングコースである都市下水路管理用通路の適切な修
繕整備を行い、利用者の環境改善に努める。

・ウォーキングコース修繕整備工事
・交通安全灯新設工事

○事業費総額 2,735  千円

（内訳）
・ウォーキングコース修繕整備工事　　　2,000千円
・交通安全灯新設工事　　　　　　　　　  735千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,735 2,735

計 2,735 2,735

　住民も参画する中で整備内容を検討し、「歩くまちくみやま」のウォーキングコース
の修繕や交通安全灯を設置することにより、通行環境の向上を図る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

中央公園拡充整備事業

新規 拡充 統合 その他

　都市整備課

第２章 第４節　公園・緑地

計　画 １　公園・緑地の整備 位置づけしていない

一般会計

土木費 都市計画費 公園費

　令和３年度～　

  多世代の人が交流し、スポーツを楽しんだり、憩いやふれあいを感じられる公園にリ
ニューアルするために、実証実験で利用者のニーズを確認しながら、段階的な公園の拡
充、整備を行っていく。また、リニューアル後の管理運営手法についても併せて検討し
ていく。

　北側エリア整備や調整池を含むグラウンド整備に必要な施設・機能などを取りまとめ
た公園全体の整備基本計画を策定する。また、住民主体による久御山中央公園の活用を
実施することにより、再整備後の運用を見据えた活用方法の検討及び実証を行う。

○事業費総額 39,912  千円

（内訳）
・久御山中央公園活用支援業務　　　　　　　 4,800千円
・久御山中央公園基本計画策定支援業務　　　17,160千円
・久御山中央公園浸水対策調査検討業務　　　17,952千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 19,956 19,956
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 19,956 19,956

計 39,912 39,912

  久御山中央公園は町唯一の広域的な公園であるが、供用開始から40年以上が経過し、
設備の老朽化から抜本的な改善が必要となっているため、久御山町の魅力向上を図るプ
ラン「まちのにわ構想」に基づき、活用方法や機能・整備内容の検討を行っていく必要
がある。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

都市計画推進事業（新市街地整備）〔みなくるタウン整備関連、シンポジウム開催〕

新規 拡充 統合 その他

　新市街地整備室

第２章 第１節　計画的土地利用

計　画 ２　新たな市街地整備の推進 位置づけしていない

一般会計

土木費 都市計画費 都市計画総務費

　令和４年度～

　第５次総合計画及び都市計画マスタープランに産業立地促進ゾーン及び住街区促進
ゾーンとして位置付けられている新市街地（みなくるタウン）において、地区計画の策
定や将来的な市街化区域編入を見据える中で、土地利用の促進を図り、まちづくりを推
進することで持続可能な町政運営に寄与することを目的とする。

①みなくるタウン道路整備
　みなくるタウン整備を推進するため、基幹道路整備に向けた用地整備に必要な用地買
収及び建物補償を行う。
②新市街地整備の推進
　産業立地促進ゾーンの第１期整備地区については、土地区画整理組合の設立に向けた
支援業務を実施するとともに、第２期整備地区においても土地区画整理事業を前提とし
た地権者組織を立ち上げ、さらなる合意形成を図る。また、住街区促進ゾーンについて
も、住宅整備に係る基本方針に基づき、整備促進を図る。
　さらに、住民を対象にみなくるタウンを中心とした本町の「まちづくり」の機運を高
め、広く周知するため、まちづくりシンポジウムを開催する。

○事業費総額 103,636  千円

（内訳）
①みなくるタウン道路整備　　　　　80，793千円
　・道路用地買収　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,332千円
　・建物補償　 　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　52,000千円
　・不動産鑑定評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　461千円
②新市街地整備関連業務　 　 　　　22，843千円
　・まちづくりシンポジウム 　　　　　　　　　　　　　　　　90千円
　・第１期整備地区準備組合支援業務　　　　　　　　　　　5,515千円
　・第２期整備地区支援業務　　　　　　　　　　　　　　　7,942千円
　・住街区促進ゾーン整備検討業務　　　　　　　　　　　　6,996千円
　・みなくるタウン推進コーディネーター　　　　　　　　　2,300千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 55,832 55,832
府支出金
起　　　債 32,500 32,500
その他特財
一般財源 15,304 15,304

計 103,636 103,636

　新市街地（みなくるタウン）の整備は、今後の町の産業活性化と定住促進の要であ
り、本町のまちづくりを推進していくために必要不可欠な事業である。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

公共交通推進事業〔公共交通事業者支援〕

新規 拡充 統合 その他

　新市街地整備室

第２章 第２節　公共交通

計　画 １　総合的な公共交通ネットワークの形成 位置づけしていない

一般会計

土木費 都市計画費 都市計画総務費

　令和４年度～　

　久御山町地域公共交通網形成計画に定めた施策を実施し、地域住民の移動手段の確保
と交通不便地の解消に努め、合理的・効率的な地域公共交通ネットワークの形成を推進
する。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響で利用者が減少し、厳しい経営状況にある交通事
業者に対する支援策として、路線バスやタクシー車内に有料広告を掲載する。

○事業費総額 1,000  千円

（内訳）
・有料広告事業（コロナ禍における交通事業者支援）　　　　1,000千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,000 1,000

計 1,000 1,000

　久御山町地域公共交通網形成計画に定めた施策を実施することで、利便性の高い地域
公共交通網の実現を目指す。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

久御山町農業振興施策対策事業〔藤和田畑かん組合施設緊急保全対策〕

新規 拡充 統合 その他

　産業課

第１章 第１節　農業

計　画 １　農業基盤の整備の促進 位置づけしていない

一般会計

農林水産業費 農業費 農業振興費

　令和４年度

　久御山町のブランドである「淀苗」等を生産する農業者が属する畑かん組合に対し、
経年使用するポンプの更新事業に係る経費を支援することで地域の農業振興を図る。

（対象）藤和田畑かん組合
（内容）経年劣化により良質な水の供給が困難になったポンプの改修費用の10分の２を
　　　補助する。

○事業費総額 1,870  千円

（内訳）
・補助金　　1,870千円（9,350千円×0.2）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,870 1,870

計 1,870 1,870

　藤和田畑かん組合は、久御山町のブランドである「淀苗」等の生産を盛んに行ってお
り、地域の農業振興に努められている。平成14年に地区農地に水を供給するため設置し
たポンプを、保守点検などを実施しながら使用されてきたが、経年劣化により良質な水
の供給が困難になったため、今回、更新することとされた。更新には高額な費用がかか
るが、国や府の補助対象とならない事業であり、農業振興の推進及び「淀苗」等の特産
品の生産を維持するためには欠かせない施設であるため支援は必要である。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

■

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

農業振興一般事務費〔茶品評会報奨金・産地賞記念碑設置等〕

新規 拡充 統合 その他

　産業課

計　画 位置づけしていない

一般会計

農林水産業費 農業費 農業振興費

　令和４年度　～

  久御山町の茶農家が、茶品評会において入賞（１等・２等・３等）された際に、受賞
を称え、報奨金を支給する。また、本町が令和３年度の全国茶品評会で産地賞を受賞し
たことに伴い、茶の産地として受賞したことを広く知らしめるため、記念碑を建立す
る。

　茶品評会において、入賞されたことに対し受賞を称え、報奨金支給を行う。また、本
町が産地賞を受賞したことに伴い、記念碑を建立する。
①報奨金
【全国茶品評会】大臣賞150,000円／１等20,000円／２等15,000円／３等10,000円／
　　産地賞10,000円／出品奨励賞50,000円
【関西茶品評会】大臣賞100,000円／１等15,000円／２等10,000円／３等7,000円／
　　産地賞10,000円／出品奨励賞50,000円

②記念碑　　　浜台の茶園近辺に１基建立

○事業費総額 1,012  千円

（内訳）
①報奨金
　・報償費　茶品評会入賞報奨金　　370千円

②記念碑
　・工事請負費　その他整備　　　　642千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,012 1,012

計 1,012 1,012

　佐山浜台で歴史と伝統を守りながら意欲を持っててん茶を生産されている茶農家が、
継続して品評会に出品されている。同茶農家が令和３年度の全国茶品評会で最高賞であ
る農林水産大臣賞を受賞され、本町が茶の生産地であることを広く知ってもらうことが
できた。今後もより意欲を持って生産を続けられるよう、また、受賞した事を次代に語
り継いでいけるよう茶業振興を推進していく。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

商工会運営等補助事業〔プレミアム商品券発行事業〕

新規 拡充 統合 その他

　産業課

第１章 第３節　商業・サービス業　

計　画 １　商業環境の魅力の向上 位置づけしていない

一般会計

商工費 商工費 商工振興費

　令和４年度

　町内経済の回復に向けた需要喚起及び地域消費を刺激し、町内への誘客促進及び地域
活性化を図る。

　商工会が発行する、25％のプレミアムを付加した商品券に対して補助するもの。（令
和３年度は10％のプレミアム率）
　全ての取扱店で使用できる「共通券」、中小小売店でのみ使用できる「専用券」を
セットにして販売。
　【令和４年度】
　　プレミアム率：25％
　　販売価格：10,000円
　　額面金額：12,500円
　　販売予定数：2,200セット（総販売予定額22,000,000円）
　　プレミアム額：22,000,000円 × 25％ ＝ 5,500,000円
　【令和３年度】
　　プレミアム率：10％
　　販売価格：10,000円
　　額面金額：11,000円
　　販売予定数：2,700セット（総販売予定額27,000,000円）
　　プレミアム額：27,000,000円 × 10％ ＝ 2,700,000円

○事業費総額 1,900  千円

（内訳）
・負担金、補助及び交付金　1,900千円
　※プレミアム分及び事務費の一部を町から補助

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,900 1,000

計 1,900 1,000

　新型コロナウイルス感染症の影響により低迷した町内消費を刺激し、同様に低迷した
町内事業所の売上につながることから、事業所支援の一助とすることができる。

＜事業の経過（過去３年分）＞
　令和元年度　プレミアム率10％、2,100セット発行
　令和２年度　プレミアム率20％、2,700セット発行（新型コロナウイルス感染症影響）
　令和３年度　プレミアム率10％、2,700セット発行

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

まちの駅施設運営・維持管理事業〔クロスピアくみやま利活用検討業務〕

新規 拡充 統合 その他

　産業課

第１章 第５節　産業・交流プロモート

計　画 ４　交流による地域の活性化の推進 位置づけしていない

一般会計

商工費 商工費 商工振興費

　令和４年度

　本町の案内・休憩及び産業の情報発信拠点施設として設置し、これまで様々な事業を
実施してきたが、より効果的な活用の方法を検討することで、住民サービスの向上及び
効率的な管理運営を探る。

　農産物直売所やコワーキングスペースなど、まちの駅クロスピアくみやまの利活用の
ための社会実験を令和５年度にかけて実施する。

【スケジュール】
　春～夏　委託業者選定
　夏～秋　コワーキングスペース社会実験の詳細検討、要領作成、準備、実施
　秋～冬　農産物直売所社会実験の詳細検討、要領作成、準備、実施
　年度末　各実験検証、結果報告まとめ

　※令和５年度の実施内容は令和４年度の内容に基づき再検討する。

○事業費総額 5,366  千円

（内訳）
・クロスピアくみやま利活用検討業務委託料　5,366千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 2,683 2,683
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,683 2,683

計 5,366 5,366

　令和３年度に実施したサウンディング型市場調査でいただいた意見を基に、利活用の
可能性・実現性を探る社会実験を実施するもの。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

「ものづくりの苗処」事業〔ホームページリニューアル補助〕

新規 拡充 統合 その他

　産業課

第１章 第４節　中小企業・就労

計　画 ２　創業・就労の支援 位置づけしていない

一般会計

商工費 商工費 商工振興費

　令和４年度　～

　町内の小規模事業者が自社のホームページを充実させることを町が支援することによ
り、事業者の人材確保に資する自社ＰＲにつなげる。

＜対　象＞
　町内の小規模事業者（常時使用する従業員が20人（商業またはサービス業（宿泊業及
び娯楽業を除く）に属する事業を主たる事業として営む方については５人）以下の法
人・個人事業主）

＜補助内容＞
　自社のホームページを開設または拡充する費用の２分の１を補助する。
　１事業者50万円を上限とする。

○事業費総額 2,500  千円

（内訳）
・補助金　　2,500千円（500千円×５件）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 1,250 1,250
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,250 1,250

計 2,500 2,500

　コロナ禍においても町内の有効求人倍率は依然として高く、人材不足の状態が続いて
いる。そのような中で、自社の強みや魅力を発信するホームページを充実させることに
より求職者の興味を引き、人材確保につなげることは第２期産業振興計画に沿った取組
であり、必要な施策である。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

「ものづくりの苗処」事業〔就労・奨学金返済一体型支援事業費補助金〕

新規 拡充 統合 その他

　産業課

第１章 第４節　中小企業・就労

計　画 ２　創業・就労の支援 位置づけしていない

一般会計

商工費 商工費 商工振興費

　令和４年度　～

　町内企業の人材確保を支援するため、従業員の福利厚生、ひいては人材確保に資する
取組として、京都府の「就労・奨学金返済一体型支援事業」を利用している企業に対
し、補助金を交付する。

　京都府中小企業団体中央会が実施する京都府事業「就労・奨学金返済一体型支援事
業」を利用している町内企業に対し、京都府補助額の２分の１を上限として補助する。

・利用企業数　５社（令和４年１月現在）

○事業費総額 450  千円

（内訳）
・就労・奨学金返済一体型支援事業費補助金　45,000円×10名

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 450 450

計 450 450

　人材確保を課題としている町内企業は多い。従業員の奨学金返済を支援することによ
り働きやすい環境を整備している企業の負担を軽減することは、課題解決に向けて有効
な手段であると考える。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

「ものづくりの苗処」事業〔産業大使〕

新規 拡充 統合 その他

　産業課

第１章 第５節　産業・交流プロモート

計　画 ３　町内産業プロモーションの推進 位置づけしていない

一般会計

商工費 商工費 商工振興費

　令和４年度　～

　町内産業情報を町内外に広く発信することでシティプロモーションの一助とし、知名
度の向上を図る。

　町内産業の情報発信の取組として、町内在住・在勤者を対象として産業大使を任命
し、大使が自身のＳＮＳ等を使用し広く発信する。

・産業大使は広報等で公募。最大50人。任期は１年。連続登用も可。
・年間で必要な投稿回数を設定し、実行した大使に記念品（町の特産品等）を贈呈。

○事業費総額 150  千円

（内訳）
・報償費　　150千円（３千円×50件）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 75 75
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 75 75

計 150 150

　本町には約1,600もの事業所が立地し、「ものづくりの苗処」のコンセプトのもと、
各種産業振興事業に取り組んでいる。第２期産業振興計画の中でも情報発信が５本の柱
の一つに掲げられており、産業大使を任命しＳＮＳ等を使用して情報発信強化を図るこ
とにより、町内産業の知名度向上をめざすもの。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

創業支援事業

新規 拡充 統合 その他

　産業課

第１章 第４節　中小企業・就労

計　画 ２　創業・就労の支援 位置づけしていない

一般会計

商工費 商工費 商工振興費

　令和４年度 ～

　町内で新たに創業する事業者や第二創業を行う事業者を支援することで、新たな経済
活動の担い手を確保し地域の活性化を図る。

①創業支援ビジネスプランコンテスト補助金
　創業者を集めてビジネスプランを競うコンテストを開催し、その結果から最大３件の
補助対象事業者を決定する。対象経費の２分の１に相当する額を補助することとし、上
限は１件あたり100万円とする。

②創業資金借入利子補給金
　創業支援融資（府制度融資あるいは久御山チャレンジスクエア参画の金融機関の取り
扱う創業にかかる融資）の支払い利子のうち、年利2.0％に相当する額を対象とし、最
大24回分、支払い１回分あたり２万５千円まで補給する。

○事業費総額 6,000  千円

（内訳）
①創業支援ビジネスプランコンテスト補助金　3,000千円（1,000千円×３件）

②創業資金借入利子補給金　　　　　　　　　3,000千円（25千円×12回×10件）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 3,000 3,000
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 3,000 3,000

計 6,000 6,000

　第２期産業振興計画の柱の一つである創業支援では、関係機関と連携した組織である
久御山チャレンジスクエアによる支援を行っている。しかし、宇城久において、本町の
み補助金制度が存在しない。このことにより、創業者が久御山町に来る機会を逸してい
る可能性があることから本補助金の創設により創業機会の増加を図る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

交流促進事業〔くみやま夢タワー１３７ロゴマーク活用補助金〕

新規 拡充 統合 その他

　産業課

第１章 第５節　産業・交流プロモート

計　画 ３　町内産業プロモーションの推進 位置づけしていない

一般会計

商工費 商工費 商工振興費

　令和４年度　～

　町内の中小企業者及び農業者が、くみやま夢タワー１３７ロゴマークをデザインに使
用し、名刺、チラシ、パンフレット、ホームページその他の営業活動に使用する物品を
製作する際に経費の一部を補助することにより、ものづくりのまち久御山の知名度向上
を図り、企業等の業績向上につなげることを目的とする。

＜補助金の額＞
・対象経費の３分の１以内、２万円まで（千円未満切捨）
・同一事業者に対する補助金の交付は１年度につき１回を限度とする。

○事業費総額 200  千円

（内訳）
・くみやま夢タワー１３７ロゴマーク活用補助金　20千円×10件

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 200 200

計 200 200

　令和元年度に公募によりくみやま夢タワー１３７ロゴマークを決定した。令和３年度
は久御山町産業売込み隊事業の中で活用支援を行っていたが、ものづくりのまち久御山
の知名度向上を図るツールとして活用するため、さらなる普及を図る必要がある。

【令和３年度久御山町産業売込み隊予算】20千円×10件=200千円
　※ロゴマーク使用申請は５件（令和４年１月末現在）あるが、補助金申請は１件。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

消防広域化推進事業〔消防指令センター共同運用基本調査業務負担金〕

新規 拡充 統合 その他

　消防本部

第７章 第２節　消防（火災・救急・救助）

計　画 １　消防力の強化 位置づけしていない

一般会計

消防費 消防費 常備消防費

　令和４年度　

　消防力の強化と行財政運営の効率化を図るため、消防広域化の検討をする。

　「京都府消防体制の整備推進計画」に基づいて、京都市・南部地域の消防指令セン
ター共同運用に向けた基本調査等を実施し、検討する。

○事業費総額 138  千円

（内訳）
・負担金、補助及び交付金　138千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 138 138

計 138 138

　昨年の７月に改正された「京都府消防体制の整備推進計画」に基づいて、京都市・南
部地域の消防指令センター共同運用に向けた基本調査等を行い、検討材料を整理する。

　令和３年度　京都府において京都府消防体制の整備推進計画が改正

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

消防機械器具等整備事業〔水槽付消防ポンプ自動車購入〕

新規 拡充 統合 その他

　消防本部

第７章 第２節　消防（火災・救急・救助）

計　画 １　消防力の強化 位置づけしていない

一般会計

消防費 消防費 消防施設費

　令和４年度　

　老朽化した化学車を水槽付消防ポンプ自動車に更新することで迅速な消防・救急・救
助活動を実施し、消防活動の充実強化を図る。

　多様化する災害に対応するため、老朽化した化学車を水槽付消防ポンプ自動車に更新
配置することで、消防活動の充実強化を図る。

○事業費総額 76,143  千円

（内訳）
・役務費　　　　　　　75千円（手数料・保険料）
・備品購入費　　　75,969千円（公用車）
・公課費　　　　　　　99千円（自動車重量税）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 16,127 16,127
府支出金
起　　　債 48,800 48,800
その他特財
一般財源 11,216 11,216

計 76,143 76,143

　現在配置している化学車は経年劣化が著しいため、また、多様化する災害に対応する
ため、水槽付消防ポンプ自動車を配備し、災害時の消防活動向上を図る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

消防機械器具等整備事業〔防火衣ロッカー更新〕

新規 拡充 統合 その他

　消防本部

第７章 第２節　消防（火災・救急・救助）

計　画 １　消防力の強化 位置づけしていない

一般会計

消防費 消防費 消防施設費

　令和４年度　

　迅速な消防・救急活動を行うため、老朽化しつつある機械器具等の更新並びに増強整
備に努める。

　老朽化した防火衣ロッカーを更新し、迅速な消防・救急活動を行うため増強整備を図
る。

○事業費総額 5,094  千円

（内訳）
・工事請負費　　　　204千円（土間工事）
・備品購入費　　　4,890千円（防火衣ロッカー）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 5,094 5,094

計 5,094 5,094

　現在の防火衣ロッカーは老朽化が著しいため、更新する事で消防・救急活動を行うた
め増強整備する。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

こども園運営事業･こども園施設整備事業〔登降園管理システム設置〕

新規 拡充 統合 その他

　学校教育課

第４章 第１節　就学前教育

計　画 ２　就学前の教育環境の整備 位置づけしていない

一般会計

民生費 児童福祉費 こども園費

　令和４年度

　登降園管理システムを導入することで、園がより安心安全な施設となる。また、保護
者及び園職員の事務の効率化を図る。

　登降園管理システムを導入し、ＩＣカードを保護者に配付することで第３者の解錠を
防ぐことができる。
　システムで門扉の解錠時間を設定でき、開園時間外の解錠はしないなど園行事等に合
わせた運営ができ、セキュリティの向上にもつながる。
　また、延長保育を利用した保護者が降園時間を手書きで記入していたが、登降園時間
データを記録、抽出、編集できるので、延長料金請求事務の効率化につながる。

○事業費総額 6,393  千円

（内訳）
・登降園管理システム
　(1)各園出入口に機器を設置
　 　機器代金（設置費含）　　　　　　　　　　　　2,246千円（備品購入費）
　(2)ＩＣカード
　 　保護者へ配布するＩＣカード　　　　　　　　　　880千円（備品購入費）
  (3)とうずみこども園保護者用出入口門扉新設工事　3,267千円（工事請負費）

区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分
国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 6,393 6,393

計 6,393 6,393

　登降園管理システムを導入することで、ＩＣカードを配付した保護者のみの出入とな
り、第３者の出入を防ぐことができセキュリティの向上となる。
　延長保育を利用した保護者が降園時間を手書きで記入していたが、登降園時間データ
を記録、抽出、編集できるので、延長料金請求事務の効率化につながる。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

こども園施設整備事業〔みまきこども園分園解体工事〕

新規 拡充 統合 その他

　学校教育課

第４章 第１節　就学前教育

計　画 ２　就学前の教育環境の整備 位置づけしていない

一般会計

民生費 児童福祉費 こども園費

　令和４年度

　みまきこども園分園を解体後、保護者用駐車場等として活用する。

　みまきこども園整備工事の完了に伴い、みまきこども園分園機能を、本園に移転し一
体化した園運営を図るため、分園を解体する。
　みまきこども園分園解体後の跡地は、保護者用駐車場や小学校・こども園の畑等とし
て整備し活用する。
　畑は食育の推進や園小連携、地域連携の場として活用する。

○事業費総額 58,057  千円

（内訳）
・みまきこども園分園解体工事　　　　　　　54,835千円（工事請負費）
・みまきこども園分園解体工事監理業務委託　 3,222千円（委託料）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債 43,700 43,700
その他特財
一般財源 14,357 14,357

計 58,057 58,057

　みまきこども園の一体化に伴い、分園を解体する。跡地を、保護者の送迎用駐車場や
小学校・こども園の畑等として活用する。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ ■ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

教育相談事業〔スクールカウンセラーの配置増等〕

新規 拡充 統合 その他

　学校教育課

第４章 第２節　学校教育

計　画 ３　教育環境の充実 位置づけしていない

一般会計

教育費 教育総務費 事務局費

　令和４年度　～　

　相談体制の拡充により、福祉との連携強化を図り、子ども、保護者が抱える問題の解
決に向けた支援をより早い段階から行うことにより、虐待等の未然防止や早期対応につ
なげる。

　スクールカウンセラーを、町で週１日６時間新たに配置し、くみやま子育て応援セン
ター「はぐくみ」と積極的に関わるなかで個別の案件について専門的視点による助言を
行い、効果的な支援につなげていくとともに、幼少期の保護者へのカウンセリング機会
の拡充を図る。
　また、福祉的な視点による多様な支援を行うため、SSW（スクールソーシャルワー
カー）を引き続き配置し、子ども、保護者が生活の中で抱えている様々な問題の解決に
つながるよう組織的に支援を行う。

○事業費総額 14,015  千円

（内訳）
・報酬　　　　　　　　11,870千円（うち拡充分1,323千円、統合分1,890千円）
・職員手当等　　　　　　 950千円
・共済費　　　　　　　　 407千円
・報償費　　　　　　　　　51千円
・旅費　　　　　　　　　 533千円（うち拡充分21千円、統合分33千円）
・需用費　　　　　　　　　56千円
・役務費　　　　　　　　　99千円
・使用料及び賃借料　　　　15千円
・備品購入費　　　　　　　14千円
・負担金、補助及び交付金　20千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充・統合分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 14,015 3,267

計 14,015 3,267

　訪問型家庭教育相談事業を教育相談事業に統合する。
　スクールカウンセラーや教育相談室の相談件数は、多かった昨年と同じレベルで推移
しており、継続相談が多いことから、慢性的に相談待ちが生じている。多様な悩みを抱
えるご家庭に対し、寄り添った対応を行うため相談機会拡充のニーズは高い。
　家庭教育支援アドバイザーの配置については、令和３年度から子育て支援課にくみや
ま子育て応援センター「はぐくみ」が設置され、18歳までのすべての子どもとその家庭
及び妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援を行う拠点整備が行われたこと
に伴い、一定の役割を終えたものと整理し終了する。
　今後は、拡充したスクールカウンセラーが「はぐくみ」で扱う案件に積極的に関わ
り、専門的視点での助言を行うとともに、場合によってカウンセリングを実施するなど
緊密に連携し、課題等の早期の発見、対応や効果的な支援につなげていく。ケースによ
り、SSWや指導主事も協議に加わり、教育的視点も含めた、組織的かつ包括的な対応が
可能なものとなるよう教育と福祉の連携を進める。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

小・中学校施設維持管理事業〔東角小学校体育館トイレ改修工事、
中学校西側駐輪場改修工事〕

新規 拡充 統合 その他

　学校教育課

第４章 第２節　学校教育

計　画 ３　教育環境の充実 位置づけしていない

一般会計

教育費 小学校費・中学校費 学校管理費

　令和４年度

　快適で安全な学校教育環境を維持するため、学校施設の適正な維持管理を行う。

①東角小学校体育館トイレ改修工事
　(1)東角小学校体育館トイレ改修工事設計業務委託
　(2)東角小学校体育館トイレ改修工事
　　１）和式トイレを洋式トイレへ改修
　　２）内装の更新（バリアフリー化、乾式仕様）
　　３）電気設備の改修（照明器具のLED化）
　(3)東角小学校体育館トイレ改修工事監理業務委託

②久御山中学校西側駐輪場改修工事
　(1)久御山中学校西側駐輪場改修工事

○事業費総額 25,212  千円

（内訳）
①東角小学校体育館トイレ改修工事設計業務委託　 　2,590千円（委託料）
　東角小学校体育館トイレ改修工事　　　　　　　　16,775千円（修繕料）
　東角小学校体育館トイレ改修工事監理業務委託　 　1,480千円（委託料）

②久御山中学校西側駐輪場改修工事　　　　　　　　 4,367千円（工事請負費）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金 4,792 4,792
府支出金
起　　　債 8,900 8,900
その他特財 2,183 2,183
一般財源 9,337 9,337

計 25,212 25,212

　児童の安心・安全な教育環境の確保を図るため、老朽化した施設の整備が必要であ
る。
　近年の生活環境の変化による各家庭での洋式トイレの普及状況や各種施設のトイレの
洋式化が進むなど、生活環境に合わせた学校環境の整備が必要である。
 また、体育館は災害時の避難場所となりうることから、避難者に対して衛生環境を整
備し、利便性を図る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

小・中学校施設維持管理事業〔長寿命化計画策定業務〕

新規 拡充 統合 その他

　学校教育課

第４章 第２節　学校教育

計　画 ３　教育環境の充実 位置づけしていない

一般会計

教育費 小学校費・中学校費 学校管理費

　令和４年度

　快適で安全な学校教育環境を維持するため、学校施設の適正な維持管理を行う。

　小・中学校施設長寿命化計画策定業務
　1)計画策定準備・資料収集整理
　2)対象施設に関する基本情報の整理
　3)施設の劣化状況の把握及び劣化診断調査
　4)今後の維持・更新コストの算定
　5)学校施設等の状況と整備の基本的な方針
　6)学校施設等の目指すべき姿と施設整備の水準等
　7)長寿命化の実施計画
　8)長寿命化計画の継続的運用方針
　9)学校施設等長寿命化計画取りまとめ

○事業費総額 12,245  千円

（内訳）
・小学校施設長寿命化計画策定業務　　8,931千円
・中学校施設長寿命化計画策定業務　　3,314千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 12,245 12,245

計 12,245 12,245

　児童の安心・安全な教育環境の確保を図るため、老朽化した施設の整備が必要であ
る。
　学校施設の現状を把握・分析することで、学校施設全体の中長期的な施設整備を具体
的に進めて行くことが必要である。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

小・中学校図書館事業〔図書館司書の配置増〕

新規 拡充 統合 その他

　学校教育課

第４章 第２節　学校教育

計　画 ２　学力の充実 位置づけしていない

一般会計

教育費 小学校費・中学校費 教育振興費

　令和４年度

　久御山学園がめざす「人生を開拓しようとする子」を育成するため、学力向上と学力
を支える基盤となる言語力の育成に向け、発達段階の応じた本に触れる機会を一層推進
する。

　現在、２校で１名の図書館司書を配置しているが、各校に１名の図書館司書を配置す
る。
　読書を通じて，読解力や想像力，思考力，表現力等、学力の基盤となる「言語力」と
生きる力の基盤となる「自己指導能力」の育成につなげる。特に言語力については早い
段階から取り組むことが重要で、図書館司書の配置状況により、下記の取組を行うこと
で、幼少期から言語能力育成に取り組んでいく。
 (1)毎日、朝から図書館が開いている環境をつくる。
 (2)司書教諭、教職員と共に読書活動推進の取組を一体的に進める。
 (3)図書館だより、ＨＰ、本の展示方法の工夫など、本の魅力の啓発にさらに
　　取り組む。
 (4)こども園との連携による読書活動の積極的な推進を図る。
 (5)大学教授と連携した絵本プログラムの実施
 (6)町立図書館と連携した事業を推進する。

○事業費総額 9,683  千円

　小学校図書館司書　１名増
　中学校図書館司書　１名増

（内訳）
・報酬　　　　　　　　　　6,118千円
・職員手当等　　　　　　　1,301千円
・旅費　　　　　　　　　　　926千円
・使用料及び賃借料 　　　　　36千円
・備品購入費　　　　　　　1,300千円
・負担金、補助及び交付金　  　2千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 9,683 3,890

計 9,683 3,890

　全国学力・学習状況調査において、言語力の必要な問題の正答率が全国平均に比べて
低い傾向が顕著に見られる。
　久御山学園では、学力の基盤となる「言語力」と生きる力の基盤となる「自己指導能
力」を掲げており、特に言語力については早い段階から取り組むことが必要である。本
を通して語彙力、表現力、想像力の高い子ども達が増えていくよう、園・小・中学校へ
と継続的な取組を講じていく。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

生涯学習推進事業〔第３次生涯学習推進計画策定業務〕

新規 拡充 統合 その他

　社会教育課

第５章 第１節　社会教育

計　画 １　生涯学習機会の充実 位置づけしていない

一般会計

教育費 社会教育費 社会教育総務費

　令和４年度　～　令和５年度

　個人の生涯にわたる学習活動を支援し、その成果を広く社会全般において共有し、久御山町
の将来に向けたまちづくりに生かすという認識のもとに、各種の生涯学習関連施策を総合的、
計画的に進め、生涯学習のまちづくりを実現することを目的とする。

　平成26年度に策定した「久御山町第２次生涯学習推進計画」は、令和５年度までの10か年計
画であり、「全世代・全員活躍まちづくりセンター」の活用も盛り込んだ令和６年度からの「久御
山町第３次生涯学習推進計画」を策定する。

○事業費総額 2,720  千円

（内訳）
・報償費(委員謝礼)　　　　　120千円
・委託料(計画策定業務)　　2,600千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,720 2,720

計 2,720 2,720

　「久御山町第３次生涯学習推進計画」の策定にあたり、令和４年度から準備する。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

全世代・全員活躍まちづくりセンター運営事業〔開館準備業務〕　

新規 拡充 統合 その他

　社会教育課

第８章 第１節　コミュニティ・交流

計　画 ２　多彩な交流の促進 位置づけしていない

一般会計

教育費 社会教育費 社会教育総務費

　令和４年度　～　

　令和２年３月に制定した「全世代・全員活躍型『生涯活躍のまち』構想において、全
世代・全員活躍の基盤となるまちづくりの観点から、誰もが居場所と役割を持ち、地域
の多世代の住民と交流しながら、活気あふれる久御山モデルの『地域共生社会』を実現
するため、多世代交流拠点施設としての新たな施設整備と人材育成を目指す。

　誰もが居場所と役割を持ち、地域の多世代の住民と交流しながら、健康でアクティ
ブ・憩いのある生活を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができ、子育て世代
が安心して出産・子育てできる地域づくりを実現するため、全世代・全員活躍まちづく
りセンターの整備と共に人材育成を図る。
　・施設の設計に関する助言
　・町と設計事業者との連携支援
　・開館に向けて人材育成の実施(ワークショップ、定例会議の開催等)
　・開館に向けて広報の実施(まちづくりセンターニュースの発行等)
　　　　　など実施予定

○事業費総額 10,000  千円

（内訳）
・センター開館準備業務　　10,000千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 4,000 4,000
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 6,000 6,000

計 10,000 10,000

　まちづくりセンターはＣＣＡＣ構想の拠点施設と位置づけ、令和６年度の開館を目指
す。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

図書館運営事業〔読書手帳配布〕

新規 拡充 統合 その他

　社会教育課

第５章 第１節　社会教育

計　画 ３　タウンキャンパスの充実と活用 位置づけしていない

一般会計

教育費 社会教育費 図書館費

　令和４年度　～　

　「子どもの読書活動推進計画（第３次推進計画）」に基づき、幼少期から読書による
想像力や表現力、発想力を豊かにし、読書意欲の向上・図書館利用の促進を図る。

　読んだ本を自分で記録できる手帳（冊子）を作成し、中学生以下の希望する子ども
（保護者）に図書館で配布する。
　図書館で借りた本のタイトル等を印字したシールを貼付したり、家庭等で読んだ本を
書き込んだりして、自分で記録することで、読書意欲を育むきっかけとなるよう取り組
む。

○事業費総額 201  千円

（内訳）
・消耗品費（シール代）　　　　　22千円
・印刷製本費（読書手帳印刷代） 179千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 201 201

計 201 201

　「子どもの読書活動推進計画（第３次推進計画）」に基づき、子どもの読書活動の推
進を図る。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

放課後児童健全育成事業〔京都市事務委託〕 

新規 拡充 統合 その他

　社会教育課

第３章 第１節　子育て支援

計　画 ５　子育てと仕事・地域生活の両立への支援 位置づけしていない

一般会計

教育費 社会教育費 放課後児童健全育成費

　令和４年度　～　

　町内小学校等に在籍する１～６年生の児童で、放課後、家庭で保育を要する児童を対
象に仲よし学級で受け入れ保育することで、保護者の安心感と児童の安全を確保する。

　児童の健全な育成と放課後家庭で保育を要する児童の居場所を確保するため、町立小
学校等に在籍する６年生までの児童を対象に仲よし学級を設置し運営する。
　大橋辺地区に在住する児童は京都市教育委員会の指定する学校に入学するものとなっ
ており、仲よし学級についても京都市の学童クラブを利用している。京都市の料金改定
により、京都市民以外の利用者について別途京都市負担分を、市外利用者料金として徴
収されることとなった為、本来、京都市負担分は町税により町が負担する分であること
から、就学事務等における事務委託規約と同様に、事務委託を行う。

○事業費総額 1,440  千円

（内訳）
・委託料(その他委託料)　　1,440千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 1,440 1,440

計 1,440 1,440

　京都市との間において、児童福祉法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成
事業に関する事務の管理及び執行を相互に委託するため。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

総合体育館運営事業〔更衣室空調設備改修工事、屋根全面塗装工事、
バスケットゴール取替工事〕

新規 拡充 統合 その他

　社会教育課

第５章 第２節　スポーツ

計　画 ２　ライフステージに応じたスポーツの推進 位置づけしていない

一般会計

教育費 保健体育費 体育施設費

　令和４年度

　住民の健康増進やスポーツを楽しめる場を提供するため、指定管理者においてスポー
ツ教室等を開催するとともに、施設の適切な管理運営を行う。また、安全で安心な施設
環境を確保するため、施設改修等を行う。

①更衣室空調設備改修工事
　(1)空調機器設備工事
　(2)空調配管設備工事
　(3)電気設備工事

②屋根全面塗装工事
　(1)面積　2,100㎡
　(2)工事内容
　　　高圧洗浄、ケレン・ペーパー掛け、錆止め塗装、屋根用シリコン塗装

③バスケットゴール取替工事

○事業費総額 47,838  千円

①更衣室空調設備改修工事　　　4,180千円
②屋根全面塗装工事　　　　　　4,290千円
③バスケットゴール取替工事　　3,020千円

（内訳）
・役務費　　　　　　　 215千円（保険料）
・委託料　　　　　　31,067千円（施設維持・管理委託料）
・使用料及び賃借料　 2,705千円（体育施設駐車場借地料）
・工事請負費　　　　11,490千円（施設改修）
・備品購入費　       2,361千円（施設備品）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財 18,877 5,744
一般財源 28,961 5,746

計 47,838 11,490

　老朽化等により設備に不具合が生じてきている。体育施設を快適かつ安全に利用する
ために改修等の工事が必要である。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

□ ■ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

高齢者保健福祉計画策定等事業費〔高齢者保健福祉計画策定等〕

新規 拡充 統合 その他

　住民福祉課

第６章 第３節　高齢者福祉

計　画 １　高齢者福祉の計画的な推進 位置づけしていない

介護保険特別会計(保険事業勘定)

総務費 保健福祉委員会費 保健福祉委員会費

　令和４年度　～　令和５年度

　高齢化が更に進む中、高齢者保健福祉行政を取り巻く状況の変化や高齢社会における
課題を十分に踏まえ、将来の高齢者介護等の姿や目標を設定した上で、具体的に取り組
むべき施策を明らかにする。

　本計画は将来の高齢者介護等の姿や目標を設定した上で、具体的に取り組むべき施策
を明らかにするため、介護保険事業計画と老人福祉計画を一体とした３か年ごとの計画
として策定する。
　策定にあたっては、高齢者実態調査を実施し、本町の高齢者の状況やニーズを把握す
るとともに、保健・医療・福祉の関係や有識者、町議会議員、各種団体の代表等による
「久御山町高齢者保健福祉委員会」を設置し審議を行う。

○事業費総額 2,783  千円

（内訳）
・報償費　　　　　　　　　177千円
・需用費　　　　　　　　　  6千円
・委託料（計画策定業務）2,600千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 2,783 2,783

計 2,783 2,783

　介護保険法第117条及び老人福祉法第20条の８の規定に基づき、市町村が高齢者の実
態調査を実施、基礎資料を収集し、令和４・５年度の２か年をかけて、高齢者保健福祉
委員会で審議の後「第10次高齢者保健福祉計画」の策定を行う。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

介護予防支援事業費〔介護予防ケアプラン作成〕

新規 拡充 統合 その他

　住民福祉課

第６章 第３節　高齢者福祉

計　画 １　高齢者福祉の計画的な推進 位置づけしていない

介護保険特別会計(介護ｻｰﾋﾞｽ事業勘定)

事業費 居宅介護支援事業費 介護予防支援事業費

　令和４年度　～　

　介護予防ケアプランを作成する地域包括支援センターを直営化し、町が主体的に地域
住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住
民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的としている。

　介護予防ケアプランを作成する地域包括支援センターの運営については、平成27年度
から社会福祉法人久御山町社会福祉協議会へ委託していたが、令和４年６月から庁内組
織機構改革に併せて町直営とし、介護予防ケアマネジメント業務の機能強化を図る。

○事業費総額 12,100  千円

（内訳）
・介護予防支援事業費　　 11,574千円
・予備費　　　　　　　　　　526千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 12,100 12,100

計 12,100 12,100

　介護予防ケアプラン作成業務を始めとする地域包括支援センター所管業務の機能強化
のみならず、包括的な相談支援ネットワーク「くみやま“あい”をつなぐプラット
フォーム」の深化を図るとともに、成年後見制度の利用促進と中核機関の設置検討を進
める。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

水道施設維持管理事業〔北浦配水場配水流量計更新工事他〕

新規 拡充 統合 その他

　上下水道課

第２章 第６節　上水道

計　画 １　良質な水の安定供給 位置づけしていない

水道事業会計

資本的支出 建設改良費 固定資産取得費

　令和４年度

   老朽化した機器などを更新することにより、住民に安全で安心な水を安定的に供給する。

① 北浦配水場配水流量計更新工事
　・配水流量計更新工事

② ３号濾過ポンプ更新工事
　・ポンプ更新工事

③ 佐古浄水場直流電源装置用蓄電池更新工事
　・鉛蓄電池更新工事

④ 次亜塩素注入器盤更新工事
　・操作盤更新工事

○事業費総額 24,059  千円

（内訳）
・その他固定資産取得費　　　　　　　 24,059千円

　① 北浦配水場配水流量計更新工事費　　　　　　7,608千円
　② ３号濾過ポンプ更新工事費　　　　　　　　　6,307千円
　③ 佐古浄水場直流電源装置用蓄電池更新工事費　5,161千円
　④ 次亜塩素注入器盤更新工事費　　　　　　　　4,983千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 24,059 24,059

計 24,059 24,059

   水道事業ビジョンに基づき施設を健全に維持するため、更新を適切に行う必要がある。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

配水管幹線整備事業〔野村・村東他配水管布設替工事〕

新規 拡充 統合 その他

　上下水道課

第２章 第６節　上水道

計　画 ２　緊急時における供給体制の確保 位置づけしていない

水道事業会計

資本的支出 建設改良費 施設改良費

　令和４年度

   浄水場から避難所等の重要給水施設までの重要管路の耐震化を推進することにより、大規
模災害時にも住民に安全で安心な水を安定的に供給する。

　更新計画に基づき、重要管路の耐震化工事を実施する。

　配水管布設替工事　φ250　Ｌ＝366ｍ
　　　　　　　　　　　 　　 φ100　Ｌ＝   2ｍ
　　　　　　　　　　　 　　 φ 75 　Ｌ＝ 12ｍ
　　　  　　　　　　　 　　 φ 50 　Ｌ＝128ｍ

○事業費総額 113,268  千円

（内訳）
・工事請負費　　113,268千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金 14,488 14,488
起　　　債 79,000 79,000
その他特財
一般財源 19,780 19,780

計 113,268 113,268

   水道事業ビジョンに基づき強靱で安定した水道を実現するため、重要給水施設への重要管
路の耐震化を行う必要がある。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

｢水道ビジョン｣推進事業〔久御山町水道事業ビジョン及び経営戦略改定業務〕

新規 拡充 統合 その他

　上下水道課

第２章 第６節　上水道

計　画 ３　水道事業経営の健全化 位置づけしていない

水道事業会計

水道事業費用 営業費用 総係費

　令和４年度　～　令和５年度

　水道事業の経営の健全化及び経営基盤の安定化を図るため、中・長期的な維持管理に
係る方針や計画を策定するとともに、計画的・効率的に実施できるよう「久御山町水道
事業ビジョン及び経営戦略」を改定する。

　令和２年に設置された久御山町上下水道事業経営審議会で、本町の水道事業の現状と
課題、中・長期的な施設整備や収支計画などについて協議・検討を行い、「久御山町水
道事業ビジョン及び経営戦略」を令和４・５年度にかけて改定する。

○事業費総額 21,780  千円

（内訳）
・令和４年度　委託料　　11,660千円
・令和５年度　委託料　　10,120千円（債務負担行為）

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金
府支出金
起　　　債
その他特財
一般財源 21,780 21,780

計 21,780 21,780

　水道事業においては、人口減少や節水機器の普及等、水需要の減少による給水収益の
減少等により、今後の財政収支への影響が予想される中で、必要な施設整備を進めてい
かなければならない。そこで、水道事業を取り巻く環境の変化や今後の水道事業の課題
に対応した戦略的な事業運営を行うため、「久御山町水道事業ビジョン及び経営戦略」
の改定が必要である。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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事務事業名　：

■ □ □ □

担　当　課

章 節

□

会　　計

予算科目 款 項 目

事業期間

     成果目的
  （誰をどのような
   状態にしたいのか）

事務事業の内容

（制度概要等の詳細）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

 事業の必要性等
 の評価

 （導入の背景）

備　　　考

令和４年度　新規施策等に係る事業概要調書

公共下水道整備事業〔管渠改築工事〕

新規 拡充 統合 その他

　上下水道課

第２章 第７節　下水道

計　画 １　下水道施設の整備と維持管理の推進 位置づけしていない

下水道事業会計

資本的支出 建設改良費 管路改良費

　令和４年度

　老朽化が進行する施設の計画的・効率的な改築更新を行うことにより、事故を未然に
防止するとともに、良好な生活環境の保全を図る。

　ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した施設の改築更新工事を行う。

　管更正工（φ200）　L=126ｍ

○事業費総額 11,231  千円

（内訳）
・久御山町公共下水道管渠改築工事　　11,231千円

（財源内訳）
区　　　分 総　　額 左のうち新規・拡充分

国庫支出金 2,000 2,000
府支出金
起　　　債 3,000 3,000
その他特財
一般財源 6,231 6,231

計 11,231 11,231

　公共下水道は都市の重要なライフラインであり、快適で住みよいまちを守り続けてい
くため、ストックマネジメント計画に基づき、計画的・効率的に改築更新を進めること
により、急激な老朽化の進展に対応していく必要がある。

総合計画上
の位置づけ

事業費の内訳

（財源含む）
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